
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
支
配
下
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る

「
ギ
リ
シ
ア
文
化
」
と
「
ペ
ル
シ
ア
文
化
」
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文
化
変
容
論
再
考
に
む
け
て

可ド

B立
口

拓

日
しシ

は
　
じ
　
め
　
に

　
前
六
世
紀
初
頭
、
ギ
リ
シ
ア
よ
り
遠
く
離
れ
た
ペ
ル
シ
ア
の
地
で
、
王
カ

ン
ビ
ュ
セ
ス
～
世
と
メ
デ
ィ
ア
王
ア
ス
テ
ユ
ア
ゲ
ス
の
娘
マ
ン
ダ
ネ
と
の
問

に
、
～
人
の
男
児
が
誕
生
し
た
。
男
児
は
こ
の
世
に
生
を
受
け
る
以
前
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ア
ジ
ア
油
土
の
支
配
者
た
る
こ
と
を
予
雷
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
彼
の
名
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

ペ
ル
シ
ア
語
で
ク
ル
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
キ
ュ
ロ
ス
。

　
や
が
て
長
じ
て
ペ
ル
シ
ア
の
王
位
に
就
い
た
キ
ュ
ロ
ス
は
、
前
五
五
〇
年
、

当
時
ペ
ル
シ
ア
人
を
支
配
し
て
い
た
メ
デ
ィ
ア
王
で
あ
り
、
自
ら
の
祖
父
で

も
あ
る
ア
ス
テ
ユ
ア
ゲ
ス
を
倒
す
。
大
帝
国
建
設
の
緒
に
就
い
た
彼
は
、
西

に
位
置
し
た
ク
ロ
イ
ソ
ス
治
下
の
リ
ュ
デ
ィ
ア
王
国
（
前
五
四
七
年
）
、
南

に
位
概
し
た
ナ
ボ
ニ
ド
ス
治
下
の
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
国
（
前
五
三
九
年
）
を

次
々
に
制
圧
す
る
。
前
五
三
〇
年
に
戦
死
す
る
ま
で
、
ペ
ル
シ
ア
人
の

　
③「

父
」
と
呼
ば
れ
る
に
相
応
し
く
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
礎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

を
築
く
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。

　
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
る
こ
れ
ら
一
連
の
征
服
事
業
は
、
帝
国
の
最
周
縁
に
位
置

す
る
こ
と
に
な
っ
た
小
ア
ジ
ア
の
意
味
を
大
き
く
変
え
た
。
ま
ず
小
ア
ジ
ア

は
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
政
治
的
領
土
の
西
端
を
守
る
と
い
う
地
理
的
境
界

線
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
征
服
に
伴
い
ペ
ル
シ
ア

人
が
入
植
し
た
こ
と
に
よ
り
、
先
住
の
ア
ナ
ト
リ
ア
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
ペ

ル
シ
ア
人
と
い
う
多
様
な
文
化
的
背
景
・
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有

す
る
人
々
が
混
在
す
る
地
域
と
な
っ
た
。
同
様
の
地
域
と
し
て
は
他
に
、
キ
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プ
ロ
ス
や
エ
ジ
プ
ト
な
ど
も
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
、

前
四
世
紀
に
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
支
配
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
い
る
時
期
が

あ
っ
た
。
　
方
、
小
ア
ジ
ア
で
も
、
イ
オ
ニ
ア
反
乱
や
デ
ロ
ス
同
盟
期
に
は

一
時
的
に
支
配
か
ら
の
離
脱
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
時
期
を
除

く
と
、
小
ア
ジ
ア
は
、
キ
ュ
ロ
ス
に
よ
っ
て
リ
ュ
デ
イ
ア
王
国
が
征
服
さ
れ

て
以
降
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
領
域
で
あ
っ
た
し
、
そ
れ
は
前
三
八
六
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

い
わ
ゆ
る
「
大
王
の
和
約
」
に
よ
っ
て
明
文
化
も
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

小
ア
ジ
ア
は
ギ
リ
シ
ア
と
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
が
も
っ
と
も
直
接
的
に
接
触
し

た
地
域
と
し
て
存
在
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
主
題
は
、
か
か
る
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
文
化
を
理
解
す
る
た
め
の
、

一
つ
の
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
、
最
初
に
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝

の
文
化
に
関
す
る
先
行
研
究
を
、
特
に
本
稿
が
焦
点
を
当
て
る
小
ア
ジ
ア
に

関
す
る
研
究
を
中
心
に
整
理
す
る
。
そ
し
て
、
小
ア
ジ
ア
の
リ
ユ
デ
ィ
ア
を

取
り
上
げ
旦
四
体
的
な
事
例
を
用
い
た
分
析
を
行
う
。

①
　
国
黛
．
w
押
一
〇
刈
⊥
O
c
。
■
英
雄
諏
的
キ
ュ
ロ
ス
伝
と
そ
の
ヴ
ァ
リ
ア
ン
ト
の
問
題
に

　
つ
い
て
は
、
伊
藤
義
教
魍
古
代
ペ
ル
シ
ア
ー
碑
文
と
文
学
』
岩
波
書
店
、
｝
九

　
七
四
年
、
二
六
七
一
二
七
五
頁
。
森
茂
男
門
キ
ュ
ロ
ス
の
出
生
謹
」
咽
オ
リ
エ
ン

　
ト
㎞
【
八
－
二
、
一
九
七
五
年
、
六
五
－
七
九
頁
。

②
以
下
、
本
稿
は
ギ
リ
シ
ア
語
碑
文
を
中
心
と
す
る
考
察
を
行
う
た
め
、
固
有
名

　
詞
は
ギ
リ
シ
ア
語
表
記
に
従
う
。

③
　
潤
α
ρ
國
H
押
。
。
9
×
露
‘
急
撃
こ
く
同
H
H
り
。
◎
L
．

④
ア
ヵ
イ
メ
ネ
ス
朝
成
立
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
に
つ
い
て
は
、
旨
ζ
．
O
。
。
F
↓
冨

　
幻
冨
①
o
｛
9
Φ
＞
9
器
ヨ
①
巳
餌
。
。
餌
閏
⇔
国
。
・
雷
げ
び
珍
彰
⑦
箕
。
｛
讐
①
陣
「
国
ヨ
官
H
ρ
Ω
題
回
同

　
、
§
恥
罫
ミ
§
§
翫
》
き
ミ
ミ
ミ
職
織
醤
説
識
。
昏
払
Φ
o
。
ρ
唱
や
ト
⊃
O
？
熱
。
O
一
に
従
っ
た
。

⑤
拙
稿
「
前
四
世
紀
ア
テ
ナ
イ
の
海
上
間
盟
と
ペ
ル
シ
ア
帝
国
」
『
西
洋
古
代
史

　
研
究
触
一
　
、
二
〇
〇
二
年
、
九
一
一
〇
頁
。

第
一
章
　
先
行
研
究
の
整
理
と
問
題
の
所
在

　
本
稿
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
る
時
期
と
地
域
の
文
化
を
、
先
行
の
研
究

者
は
い
か
に
理
解
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス

朝
史
像
の
変
化
と
併
せ
て
、
先
行
研
究
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
、
整
理
す
る
。

（一

j
　
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文
化

　
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
史
研
究
は
、
近
代
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
政
治
的
、

軍
事
的
優
位
の
確
立
と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
「
世
界
史
」
像
に
取
り
込
ま
れ

て
い
く
と
い
う
、
典
型
的
な
オ
リ
エ
ン
ト
研
究
の
一
例
で
あ
っ
た
。
こ
の

「
世
界
史
」
像
の
中
で
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
は
、
民
主
的
な
ギ
リ
シ
ア
と
紺
比

し
オ
リ
エ
ン
ト
的
専
制
君
主
政
の
役
回
り
を
与
え
ら
れ
、
大
別
し
て
二
分
し

た
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。

　
｝
つ
は
、
極
め
て
肯
定
的
な
評
価
で
あ
る
。
｝
八
世
紀
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

に
お
け
る
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
（
前
四
世
紀
）
の
『
キ
ュ
ロ
ス
の
教
育
瞼
に
対

す
る
人
気
は
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
書
の
中
で
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
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は
、
キ
ュ
ロ
ス
大
王
を
政
治
、
教
育
、
社
会
、
軍
事
に
お
け
る
一
つ
の
理
想

化
し
た
姿
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
。
『
キ
ュ
ロ
ス
の
教
育
嘱
は
王
位
や
家

臣
に
対
す
る
成
功
者
へ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
す
な
わ
ち
君
主
鑑
と
し
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

れ
ま
で
以
上
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
『
ロ
…
マ
帝
国

衰
亡
史
』
を
著
し
た
ギ
ボ
ン
に
触
発
さ
れ
、
大
著
隅
ギ
リ
シ
ア
史
匝
（
初
版

は
一
七
八
四
－
一
八
一
〇
年
）
を
残
し
た
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
ペ
ル
シ
ア
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

対
し
年
魚
的
な
視
線
を
向
け
た
初
期
の
歴
史
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
彼
の
視
線
は
ギ
リ
シ
ア
と
の
対
比
の
申
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ト
ー
リ
ー
党
の
熱
心
な
支
持
者
と
し
て
知
ら
れ
、
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
国

政
の
成
功
を
信
じ
て
や
ま
な
か
っ
た
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
、
ア
テ
ナ
イ
民
主
政

の
申
に
一
八
世
紀
的
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
の
理
想
像
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

そ
れ
を
ペ
ル
シ
ア
の
慰
藩
政
に
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　
も
う
一
つ
は
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
支
配
体
系
を
女
性
や
宙
官
に
よ
っ
て

腐
敗
さ
れ
た
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
、
帝
国
の
終
焉
を
原
始
的
か
つ
非
文
明

的
国
家
が
た
ど
る
必
然
的
運
命
と
し
て
位
置
付
け
る
よ
う
な
否
定
的
評
価
で

あ
る
。
一
九
六
八
年
に
出
版
さ
れ
た
噸
ギ
リ
シ
ア
人
と
ペ
ル
シ
ア
人
隔
の
中

で
ベ
ン
グ
ト
ゾ
ー
ン
は
醤
う
。

　
　
ペ
ル
シ
ア
帝
国
の
性
格
を
決
定
付
け
た
の
は
ダ
レ
イ
オ
ス
大
王
で
あ
っ

　
　
た
。
し
か
し
我
々
は
、
ダ
レ
イ
オ
ス
の
時
代
に
お
い
て
生
じ
た
暗
闇
を

　
　
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
、
帝
国
が
繁
栄
す
る
に
連
れ
は
び

　
　
こ
っ
た
こ
の
暗
闇
を
。
ペ
ル
シ
ア
の
君
主
政
、
そ
し
て
ペ
ル
シ
ア
大
王

　
　
と
彼
の
臣
民
と
の
関
係
は
、
西
洋
の
、
特
に
ギ
リ
シ
ア
の
自
由
と
は
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
け
離
れ
す
ぎ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
な
の
だ
。

ベ
ン
グ
ト
ゾ
ー
ン
は
ギ
リ
シ
ア
と
の
比
較
の
中
で
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
を
非
ギ

リ
シ
ア
と
し
て
捉
え
、
ギ
リ
シ
ア
匝
西
洋
社
会
を
称
揚
し
、
翻
っ
て
ア
カ
イ

メ
ネ
ス
朝
を
既
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
肯
定
的
、
否
定
的
な
評
価
は
一
見
す
る
と
相
反
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
の
見
解
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
像
を
際
立
た
せ
る

た
め
に
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
否
定
形
と
し
て
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
を
位
置
付
け

て
い
る
点
に
お
い
て
は
同
じ
コ
イ
ン
の
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
文
化

の
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
場
合
に
も
、
同
様
の
こ
と
が
い
え
よ
う
。

　
一
九
七
〇
年
代
頃
ま
で
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
、
な
か
ん
ず
く
小
ア
ジ
ア
の

文
化
は
、
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
の
造
語
、
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
と

い
う
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
得
る
。
彼
は
一
九
〇
〇
年
、
ラ
ピ
ス
・
ラ

ズ
リ
や
玉
髄
に
彫
刻
を
施
し
た
印
章
、
凹
刻
宝
石
の
レ
リ
ー
フ
に
関
す
る
研

究
の
中
か
ら
こ
の
タ
ー
ム
を
作
り
出
し
た
。
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
に
よ
れ

ば
、
帝
国
が
成
立
し
た
前
六
世
紀
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
芸
術
は
最
盛
期
に

あ
っ
た
。
そ
の
文
化
は
、
芸
術
的
モ
チ
ー
フ
の
面
で
は
オ
リ
エ
ン
ト
的
専
制

慰
主
眼
の
世
界
観
を
反
映
し
て
い
た
一
方
、
芸
術
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
面
で
は

イ
オ
ニ
ア
的
ギ
リ
シ
ア
芸
術
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
た
。
し
か
し
時
代
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が
下
る
に
つ
れ
、
ギ
リ
シ
ア
的
要
素
が
オ
リ
エ
ン
ト
的
要
素
を
蚕
食
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

き
、
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
と
い
う
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
生
ま
れ
た
。

　
こ
の
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文
化
に
と
っ
て
、
被
雇
用
者
で
あ
る
ギ

リ
シ
ア
人
の
芸
術
的
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ギ
リ
シ

ア
皇
后
芸
術
家
と
ペ
ル
シ
ア
人
“
パ
ト
ロ
ン
、
侵
食
す
る
ギ
リ
シ
ア
文
化
と

侵
食
さ
れ
る
ペ
ル
シ
ア
文
化
と
い
う
構
図
は
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
て
引
き

継
が
れ
て
い
く
こ
と
に
な
り
、
研
究
の
焦
点
は
被
雇
用
者
が
い
つ
ギ
リ
シ
ア

人
に
変
わ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
パ
ト
ロ
ン
と
被
雇
用
者
と
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
集
中
し
て
い
く
。
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー

説
の
正
統
と
も
い
え
る
後
継
者
た
ち
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ク
フ
オ
ー
ト
、
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

ヒ
タ
ー
、
フ
ァ
ル
カ
ス
ら
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
む
ろ
ん
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
説
に
は
早
く
か
ら
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
た
。

ザ
ー
レ
や
モ
ー
ル
ト
ガ
ー
ト
ら
は
、
柔
軟
で
進
歩
的
な
ギ
リ
シ
ア
文
化
に
対

し
、
ペ
ル
シ
ア
文
化
を
硬
直
し
発
展
性
の
欠
如
し
た
文
化
で
あ
る
と
捉
え
、

ペ
ル
シ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
と
の
関
係
を
単
な
る
雇
い
主
と
雇
わ
れ
人
以
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

の
存
在
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
。
ま
た
、
噸
宝
蔵
文
書
隔
を
用
い
ペ
ル
シ
ア

人
に
登
用
さ
れ
た
ギ
リ
シ
ア
人
の
地
位
に
つ
い
て
研
究
し
た
ゲ
パ
ン
は
、
フ

ラ
ン
ク
フ
オ
ー
ト
ら
が
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
芸
術
を
「
ギ
リ
シ
ア
・
ア
ル
カ
イ

ッ
ク
期
の
分
派
」
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
た

ち
に
は
発
醤
の
権
利
が
与
文
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
し
、
た
と
え
彼
ら
が
ペ

ル
シ
ア
人
た
ち
の
あ
ら
ゆ
る
様
式
を
折
衷
す
る
「
非
論
理
的
な
建
築
様
式
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

抵
抗
」
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
「
誰
も
聞
く
耳
を
持
た
な
か
っ
た
」
と
す
る
。

　
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
t
説
は
批
判
や
修
正
が
加
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
し
か

し
、
七
〇
年
代
頃
ま
で
は
概
ね
引
き
継
が
れ
た
。
確
か
に
、
ザ
ー
レ
、
モ
ー

ル
ト
ガ
ー
ト
、
ゲ
パ
ン
ら
は
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
説
や
彼
の
後
継
者
ら
の

説
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
説
も
フ
ル
ト
ヴ
ェ
ン
グ
ラ
ー
説
同

様
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
陰
画
と
し
て
ペ
ル
シ
ア
文
化
を
構
築
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。

（
二
）
　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
モ
ー
メ
ン
ト
に
お
け
る
転
換

　
㎝
九
七
〇
年
代
は
、
続
く
｝
九
八
○
年
代
に
起
こ
る
初
期
イ
ラ
ン
史
に
と

っ
て
の
激
震
を
予
感
さ
せ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」

文
化
を
は
じ
め
と
す
る
従
前
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
歴
史
像
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
心
主
義
的
な
解
釈
で
あ
る
と
断
罪
し
、
ギ
リ
シ
ア
史
像
に
従
属
し
な
い
新

た
な
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
浄
像
を
積
極
的
に
模
索
し
よ
う
と
す
る
萌
芽
が
晃
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
先
駆
的
な
研
究
と
し
て
、
シ
ャ
ー
バ
ー

ズ
ィ
と
ス
タ
ー
の
一
…
者
に
焦
点
を
当
て
る
。

　
ま
ず
イ
ラ
ン
人
研
究
者
シ
ャ
ー
バ
ー
ズ
ィ
は
ケ
ー
ス
・
ス
タ
デ
ィ
と
し
て

小
ア
ジ
ア
南
西
部
リ
ユ
キ
ア
を
選
択
し
、
同
地
域
に
お
け
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

研
究
を
行
っ
た
。
「
リ
ュ
キ
ア
人
に
対
す
る
イ
ラ
ン
人
の
芸
術
、
慣
習
、
思
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⑩

想
の
影
響
を
明
確
に
す
る
」
こ
と
を
研
究
目
的
に
掲
げ
た
シ
ャ
ー
バ
ー
ズ
イ

は
、
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文
化
に
代
わ
り
「
イ
ラ
ノ
・
リ
ュ
キ
ア
式
」

文
化
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
、
帝
国
内
の
地
理
的
周
縁
に
対
す
る
ペ
ル
シ
ア

文
化
の
影
響
を
強
調
す
る
。
「
イ
ラ
ノ
・
リ
ュ
キ
ア
式
」
文
化
と
は
「
イ
ラ

ン
風
の
名
を
名
乗
り
、
イ
ラ
ン
風
の
衣
装
を
身
に
纏
っ
た
り
ュ
キ
ア
人
支
配

者
た
ち
、
イ
ラ
ン
人
役
人
に
つ
い
て
リ
ュ
キ
ア
語
で
刻
ま
れ
た
碑
文
、
イ
ラ

ン
人
サ
ト
ラ
ペ
ス
に
似
せ
て
作
ら
せ
た
リ
ュ
キ
ア
入
支
配
者
た
ち
の
貨
幣
図

⑪像
」
な
ど
を
意
味
す
る
。
彼
は
、
小
ア
ジ
ア
の
文
化
が
ペ
ル
シ
ア
文
化
に
同

化
さ
れ
た
文
化
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
ペ
ル
シ
ア
的
基
準
で
以
っ
て
小
ア
ジ

ア
を
見
る
こ
と
に
よ
り
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文
化
を
乗
り
越
え
よ
う

と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ス
タ
ー
は
ま
ず
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
歴
史
の
中
で
、
ペ
ル

シ
ア
戦
争
を
「
主
要
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
や
、
ク
ニ

ド
ス
沖
の
海
戦
を
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
敗
北
と
し
て
で
は
な
く
ア
テ
ナ
イ
の

勝
利
と
見
な
す
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
投
げ
か
け
た
上
で
、
こ
れ
ら
「
ギ
リ

シ
ア
」
を
主
語
と
し
た
大
番
の
言
説
が
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
出
像
を
「
い
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
」
な
形
で
作
り
上
げ
た
と
糾
弾
す
る
。
ス
タ
ー
は
「
ギ
リ
シ
ア
の
烙
印
」

を
深
く
押
さ
れ
た
従
前
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
史
像
を
脱
ぎ
捨
て
、
新
た
な
歴

史
像
を
再
構
築
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
歴
史
像
再
構
築
の
動
き
に
対
し
、
サ
イ
ー
ド

の
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
賑
（
一
九
七
八
年
）
が
果
た
し
た
役
割
は
見
逃
す

こ
と
が
で
き
な
い
。
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ス
ト
た
ち
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
「
テ

ク
ス
ト
が
叙
述
し
て
い
る
か
に
見
え
る
当
の
現
実
さ
え
も
創
造
」
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
「
や
が
て
こ
う
し
た
知
識
と
現
実
と
は
一
種
の
伝
統
を
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

り
ミ
ッ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
雷
説
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
を
生
み
出
す
」
。

こ
の
サ
イ
ー
ド
の
指
摘
に
よ
っ
て
、
従
前
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
歴
史
像
と

は
何
ら
実
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
西
洋
の
知
的
言
説
に
よ
っ
て
反
復
再
生

産
さ
れ
た
虚
構
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
が
持
た
れ
た
の
で
あ
る
。
『
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
燥
を
～
つ
の
契
機
と
し
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
か
ら
八
○
年

代
に
～
気
に
加
速
化
し
た
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
潮
流
を
受
け
、
ア
カ

イ
メ
ネ
ス
朝
史
の
領
域
で
も
、
初
期
イ
ラ
ン
史
と
植
民
地
主
義
と
の
関
係
が

強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
九
八
三
年
に
は
、
サ
ン
シ
シ
ー
ヴ
ェ
ー
ル
デ
ン
ブ
ル
フ
や
カ
ー
ト
ら
を

中
心
と
し
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
フ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
に
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
史

研
究
会
が
設
置
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
研
究
会
は
一
九
七
〇
年
代
の
新
し
い

動
き
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
。
こ
の
研
究
会
で
行
な
わ
れ
た
報
告
は
、

一
九
八
七
年
以
降
、
『
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
史
漏
と
い
う
形
で
刊
行
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

我
々
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
鳶
研
究
会
の
当
初
の
目
的
は
、
「
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
最

後
の
世
紀
は
、
果
た
し
て
衰
退
で
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
問
題
に
答
え
る
こ
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アカイメネス朝支配下小アジアにおけるfギリシア文化」と「ペルシア文化」（阿部）

と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
研
究
会
は
、
こ
の
問
題
設
定
が
非
実
践
的
で
あ
り
、

究
極
的
に
は
答
え
の
出
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
そ
こ
で
研
究
会

は
次
な
る
課
題
と
し
て
、
ペ
ル
シ
ア
戦
争
を
前
後
と
し
て
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝

の
歴
史
を
「
活
気
」
と
「
衰
退
」
へ
と
二
分
す
る
見
解
が
、
ど
の
よ
う
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
生
ま
れ
た
の
か
と
い
う
、
そ
の
原
因
へ
目
を
向
け
て
い
く
。
ア
カ
イ
メ
ネ

ス
朝
は
キ
ュ
ロ
ス
の
時
代
に
最
盛
期
を
迎
え
て
以
来
、
常
に
衰
退
し
た
帝
国
、

「
諸
王
の
王
」
な
る
ペ
ル
シ
ア
大
王
が
支
配
し
た
「
石
化
し
た
」
国
家
と
し

て
見
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ロ
ス
の
時
代
に
形
成
さ
れ
て
以
降
、
一
～
千
年
間
も
変
わ
ら
ず
継
承
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
⑯

く
こ
と
に
な
る
。
研
究
会
は
、
こ
の
不
変
的
イ
メ
ー
ジ
が
い
か
に
し
て
作
り

出
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
移
し
た
の
で
あ
る
。

　
研
究
会
は
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
た
原
因
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
中
心

主
義
と
「
サ
イ
ー
ド
が
定
義
す
る
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
」
の
二
点
を
指

　
　
⑰

配
す
る
。
従
前
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
史
研
究
は
政
治
史
や
ク
ロ
ノ
グ
ラ
フ

イ
ー
に
重
点
を
置
き
、
そ
の
結
果
、
ギ
リ
シ
ア
文
学
史
料
の
み
に
依
拠
す
る

ギ
リ
シ
ア
中
心
主
義
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
い
っ
た
ん

生
み
出
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
西
洋
の
知
的
言
説
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
て

い
き
、
二
千
年
間
も
継
続
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
は

従
前
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
国
史
研
究
を
、
ギ
リ
シ
ア
中
心
主
義
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

中
心
主
義
と
が
複
雑
に
絡
み
あ
い
、
う
ご
め
く
場
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
れ
と
時
期
を
同
じ
く
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
と
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の

関
係
の
中
か
ら
小
ア
ジ
ア
に
着
目
し
、
そ
の
文
化
に
つ
い
て
論
じ
る
研
究
も

目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
初
期
の
主
要
な
研
究
と
し
て
は
、
先
に
も
ふ

れ
た
ス
タ
ー
に
よ
る
論
文
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ス
タ
ー
は
、
小
ア
ジ
ア
は
「
異

文
化
（
す
な
わ
ち
ギ
リ
シ
ア
文
化
お
よ
び
ペ
ル
シ
ア
文
化
）
が
自
由
に
メ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

セ
ー
ジ
を
書
き
込
め
る
よ
う
な
白
紙
状
態
に
は
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
」
と

し
て
、
小
ア
ジ
ア
の
文
化
を
ギ
リ
シ
ア
的
要
素
、
ペ
ル
シ
ア
的
要
素
、
土
着

的
要
素
の
三
ヴ
ェ
ク
ト
ル
が
互
い
に
影
響
し
あ
っ
た
文
化
変
容
の
結
果
で
あ
．

る
と
説
明
す
る
。

　
そ
の
後
ス
タ
ー
が
提
示
し
た
三
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
用
い
た
文
化
変
容
論
は
、

ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
支
配
下
小
ア
ジ
ア
の
文
化
を
議
論
す
る
際
の
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
と
な
っ
た
。
例
え
ば
、
ホ
ー
ン
プ
ロ
ア
は
、
芸
術
、
美
術
は
も
と
よ
り
、

広
く
言
語
、
宗
教
ま
で
を
考
察
対
象
と
し
、
カ
リ
ア
を
ギ
リ
シ
ア
化
、
カ
リ

ア
化
、
ペ
ル
シ
ア
化
の
鼎
立
し
た
地
域
と
し
て
捉
え
た
。
そ
し
て
、
専
横
世

紀
の
カ
リ
ア
を
支
配
し
て
い
た
ヘ
カ
ト
ム
ノ
ス
朝
を
「
古
典
期
か
ら
ヘ
レ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ズ
ム
期
へ
の
中
継
点
」
と
し
て
位
置
付
け
た
。
リ
ユ
キ
ア
お
よ
び
リ
ユ
デ
イ

ア
に
つ
い
て
は
、
日
本
に
お
い
て
も
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
を
専
門
と
す
る
大
戸
氏

に
よ
る
研
究
が
あ
る
。
大
戸
氏
も
芸
術
、
美
術
作
品
か
ら
言
語
、
宗
教
ま
で

を
対
象
に
入
れ
、
両
地
域
の
文
化
を
、
ギ
リ
シ
ア
的
要
素
、
ペ
ル
シ
ア
的
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

素
、
土
着
的
要
素
が
相
互
に
作
用
し
た
結
果
の
文
化
変
容
で
あ
っ
た
と
す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文
化
論
者
が
考
察
対
象
と
し
て

き
た
「
文
化
」
一
芸
術
、
美
術
－
…
と
、
文
化
変
容
論
者
が
対
象
と
し
て

き
た
「
文
化
」
－
言
語
、
宗
教
、
慣
習
、
生
活
様
式
、
社
会
組
織
…
一
と

の
間
に
は
樹
齢
が
生
じ
て
い
る
。
前
者
の
定
義
で
は
、
「
文
化
」
の
持
つ
意

味
の
一
側
面
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
本

稿
で
は
、
「
文
化
」
と
い
う
語
彙
の
持
つ
意
味
を
後
者
ま
で
広
く
含
め
て
、

論
じ
る
。

　
以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
支
配
下
に
お
け
る
文
化

は
、
は
じ
め
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文
化
に
よ
っ
て
、
そ
の
後
、
ア
カ

イ
メ
ネ
ス
煙
感
像
の
変
化
と
そ
れ
に
伴
う
文
化
変
容
論
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ

て
き
た
。
こ
の
変
遷
に
伴
い
、
「
文
化
」
の
持
つ
意
味
も
、
狭
義
の
「
文
化
」

か
ら
広
義
の
「
文
化
」
ま
で
を
含
む
に
翌
つ
た
。
で
は
果
た
し
て
、
ギ
リ
シ

ア
的
要
素
、
ペ
ル
シ
ア
的
要
素
、
土
着
的
要
素
を
措
定
し
て
議
論
を
す
る
文

化
変
容
論
に
よ
っ
て
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
支
配
下
小
ア
ジ
ア
の
文
化
を
理
解

す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
章
で
は
こ
の
点
に
留
意
し
、
小
ア

ジ
ア
の
リ
ユ
デ
ィ
ア
を
取
り
上
げ
、
具
体
的
な
事
例
を
用
い
た
考
察
を
行
な

・
つ
。①
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。
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甲

　
ε
蔓
国
p
α
q
暫
負
≧
ぎ
§
ミ
ミ
奪
§
量
（
以
下
、
出
暮
婆
琳
と
略
記
）
＜
、
§

　
肉
。
駐
職
制
濤
睡
馬
忌
§
謡
寧
蔦
ミ
翫
。
爵
U
㊦
箆
①
P
淘
り
8
も
・
Q
。
O
．

②
　
例
え
ば
ミ
ト
フ
ォ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
様
々
な
状
況
を
照
ら
し
合

　
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
概
し
て
ペ
ル
シ
ア
の
支
配
は
感
嘆
す
べ
き
英
知
に
よ
っ

　
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
租
霊
的
な
政
府
に
適
し
て
い
る
國
々
は
、
ペ
ル
シ
ア
の

　
支
配
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
幸
福
を
感
じ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
扁
。

　
≦
．
ζ
気
。
算
§
馬
流
§
冠
駄
♀
鳴
§
（
四
器
毛
巴
慾
8
鼠
ひ
湿
¢
ヨ
Φ
δ
霧

　
四
二
蕊
。
易
四
巳
8
濤
。
舗
。
房
）
＜
。
一
ト
一
。
。
8
も
．
ぬ
一
．

③
男
鋒
日
霞
器
お
§
馬
♀
§
奪
識
奏
§
§
馬
ミ
§
ヒ
d
識
§
斜
額
≦
田
く
魯

　
p
巳
ピ
。
巳
。
卸
一
〇
〇
。
一
も
℃
．
一
Φ
鱒
幽
O
亜

④
国
．
じ
d
魯
α
Q
g
口
（
㊥
畠
．
ン
§
笥
孚
鴨
§
寝
ミ
諭
義
ミ
鋸
、
等
§
§
恥
ミ
こ
ミ
ぎ

　
凄
ミ
ミ
9
N
ミ
、
§
Ψ
囲
。
巳
。
口
甲
一
り
①
O
も
．
一
。
。
｛
．

⑤
》
効
葺
♂
く
ぎ
α
q
す
甲
b
紬
ミ
周
寒
§
O
§
ミ
§
日
、
Q
恥
防
§
§
Q
譜
、
恥
§
§
ぎ
轟
・

　
瀞
§
論
§
神
ミ
恥
駐
9
§
巴
ミ
ミ
ミ
”
〉
止
処
①
a
麟
欝
一
8
0
も
．
一
一
①
｛
■

⑥
国
．
牢
禽
。
爵
｛
。
鼻
》
Q
訂
藷
巳
帥
・
ω
。
心
置
霞
ρ
》
葦
切
ρ
ち
膳
ρ
題
．
①
∴
鼻
一

　
P
竃
■
〉
．
空
。
窯
Φ
さ
○
冨
舞
。
。
一
p
℃
㊦
邑
ρ
臨
蕊
8
レ
逡
ρ
竈
．
一
幣
ω
O
　
》
．
閏
帥
学

　
冨
ω
▼
重
言
潤
。
誘
Φ
磐
匹
空
仙
霞
一
嵩
》
o
訂
Φ
ヨ
①
艮
匹
》
3
津
睦
ミ
駆
Ψ
一
⑩
①
P

　
署
．
α
早
戸
①
．
日
本
に
お
い
て
も
、
豊
田
氏
は
ペ
ル
シ
ア
王
窟
建
造
に
お
け
る
被
雇

　
用
者
と
し
て
の
二
二
2
シ
ア
入
に
つ
い
て
考
察
し
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
文
化
が

　
「
遅
れ
た
遊
牧
民
駄
で
あ
っ
た
ペ
ル
シ
ア
人
が
「
先
進
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
」
を
摂

　
取
し
た
結
果
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
豊
田
和
二
「
ペ
ル
シ
ア
王
宮
造
営
と
東
方
ギ

　
リ
シ
ア
人
i
資
料
か
ら
み
た
ギ
リ
シ
ア
入
職
人
の
存
在
と
そ
の
状
況
漏
欄
西
洋

　
史
愚
宇
緬
　
一
～
一
一
、
　
一
九
八
一
年
、
　
一
二
轟
ハ
…
五
〇
頁
Q

⑦
閃
．
ω
震
ρ
b
貯
撃
蓑
曇
ミ
貼
轟
勲
ミ
舞
切
Φ
h
ぎ
し
8
辞
諺
．
竃
。
g
σ
q
舞

　
国
Φ
＝
霧
毎
匹
蝕
①
隊
琶
ω
け
島
①
門
》
o
げ
器
露
Φ
鼠
紆
P
窪
琳
ミ
N
§
鷺
謡
譜
、
ミ
§
就
§
章

　
駐
き
§
O
禽
免
群
9
曇
N
山
甲
一
8
◎
署
．
マ
○
。
一
．

⑧
～
九
三
六
－
三
八
年
、
ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
宝
蔵
庫
跡
よ
り
、
七
〇
〇
枚
余
り
の
文

　
書
が
発
掘
さ
れ
、
う
ち
約
一
四
〇
枚
が
『
宝
蔵
文
書
O
．
O
．
○
婁
Φ
δ
詳
§
肉

　
禦
諺
魯
。
謎
謡
皐
ミ
電
§
寒
盆
O
げ
一
8
α
Q
P
ち
蒔
。
。
』
と
し
て
編
纂
、
出
版
さ
れ
た
。
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アカイメネス朝支配下小アジアにおける「ギリシア文化」と「ペルシア文化」（阿部）

　
糊
宝
蔵
文
書
臨
の
史
料
と
し
て
の
有
効
性
お
よ
び
限
界
性
を
論
じ
た
研
究
と
し
て
、

　
即
明
■
国
効
＝
o
o
ド
円
げ
①
国
く
乱
ぐ
う
劉
8
0
｛
夢
Φ
℃
興
し
・
Φ
唱
。
頴
。
。
↓
鋤
げ
｝
①
β
G
零
同
戸

　
一
〇
c
。
ρ
O
や
㎝
c
。
c
。
よ
O
O
を
挙
げ
て
お
く
。

⑨
い
O
急
且
P
O
目
窪
ω
℃
o
。
。
惹
o
p
o
｛
匪
Φ
O
掃
Φ
『
〉
乙
。
。
齢
ω
¢
旨
α
曾
＞
o
げ
器
ヨ
Φ
p
置

　
力
巳
ρ
諭
、
甑
ミ
一
甲
一
㊤
①
ω
甕
♪
も
ワ
G
Q
蒔
一
心
O
Q
．

⑩
》
口
留
．
ω
ご
訂
無
§
馬
ミ
琴
ぴ
一
ら
㌦
§
§
ミ
ミ
§
琶
§
ぎ
§
尋
亀
N
卸
ミ
㍗

　
喝
ミ
翫
携
駄
さ
ミ
ぎ
偽
ミ
ミ
執
冴
涛
軽
ご
轟
毯
吋
暴
ミ
笥
誉
、
ミ
ミ
ミ
ド
》
魯
決
跨
駄

　
風
騒
§
§
ミ
ξ
§
甘
↓
9
Φ
鎚
戸
6
誤
も
■
①
．

⑪
§
靴
も
．
伊

⑫
Ω
ρ
ω
疑
H
讐
？
Φ
舞
し
。
四
三
℃
Φ
鼠
き
。
。
ぎ
チ
Φ
閃
。
巨
プ
O
留
一
日
団
ゆ
b
L
｝

　
ω
9
匹
《
冒
○
紘
ε
「
巴
O
o
9
効
。
房
げ
臥
。
諾
〉
δ
×
鋤
昌
昌
Φ
「
1
℃
費
酔
H
曽
さ
凶
ミ
ご
Ψ

　
隔
り
刈
ρ
℃
唱
．
ω
⑩
1
㊤
9

⑬
E
・
W
・
サ
イ
ー
ド
（
今
沢
紀
子
訳
）
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
瞼
平
凡
社
、
一

　
九
九
三
年
、
二
二
四
頁
。

⑭
野
ぎ
§
§
ミ
勢
§
g
〈
。
ピ
H
J
常
雛
⑦
p
6
。
。
刈
」

⑮
田
■
ω
睾
。
芭
1
≦
㊥
Φ
匹
①
警
巡
α
q
恥
巳
〉
．
野
田
甲
H
導
δ
曾
g
一
。
戸
》
き
ミ
g
二

　
き
ミ
亀
ひ
鱒
、
，
N
ミ
§
題
ミ
ミ
夢
ミ
浮
戸
貴
い
①
凱
①
戸
一
り
c
Q
メ
や
巴
瞥

⑯
〉
．
寄
ぎ
餌
践
国
■
ω
き
駐
γ
乏
Φ
Φ
a
窪
げ
霞
α
q
－
同
艮
δ
臼
。
瓢
。
p
臨
さ
勢
＝
回
、

　
§
偽
Q
越
寒
き
ミ
亀
勲
い
Φ
罷
Φ
⇔
甲
一
〇
Q
◎
メ
O
．
ジ
．

⑰
自
・
ω
き
駐
γ
≦
Φ
Φ
己
雪
げ
霞
α
Q
p
乙
旨
≦
』
忌
く
①
H
ω
甲
H
暑
。
曾
薮
。
戸
出
ミ
奪
咋

　
く
冒
一
Φ
⑩
ρ
マ
×
．

⑱
｝
姿
山
冠
邑
円
ω
磐
。
巨
1
ぞ
①
㊥
己
魯
び
霞
α
q
篇
三
δ
曾
。
斤
圃
8
琶
熱
田
二
H
H
㌧

　
さ
馬
ぎ
蹴
ミ
ミ
§
巴
、
9
い
Φ
箆
①
目
曽
ち
c
Q
c
o
甲
P
×
強
．

⑲
O
φ
ω
［
霞
甲
○
「
Φ
Φ
駐
帥
巳
℃
Φ
邑
磐
ω
ぎ
爵
Φ
閃
8
尋
O
魯
酔
¢
蔓
し
d
■
O
∴
》

　
ω
2
油
団
す
○
乱
9
凪
艶
O
o
p
鼠
。
諺
げ
Φ
｛
o
罐
〉
冨
諸
餌
p
畠
①
同
…
℃
9
二
H
H
”
↓
げ
㊦

　
ζ
Φ
⑦
け
冒
α
Q
o
｛
同
≦
o
O
巳
ε
話
。
・
一
旗
臨
ミ
ー
ト
⊃
“
一
り
刈
“
”
鳴
．
①
ω
’

⑳
ω
自
。
ヨ
望
。
蓄
お
§
竃
。
N
塞
堕
○
改
。
具
お
。
。
悼
も
．
ω
器
’
な
お
、
こ
の
ヘ
ヵ
ト
ム

　
ノ
ス
朝
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ギ
ュ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
、
ホ
ー
ン
プ

　
ロ
ア
が
ギ
リ
シ
ア
化
の
側
面
の
み
を
過
度
に
強
調
し
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な
さ

　
れ
て
い
る
。
》
．
O
．
O
自
冨
ゴ
ビ
o
o
障
ぎ
σ
q
讐
鵠
Φ
o
勘
。
白
山
識
℃
舞
δ
轟
α
q
Φ
ヰ
。
ヨ

　
U
ロ
げ
門
二
面
匹
F
沁
臣
O
Q
メ
一
〇
Q
o
ρ
唱
唱
■
一
一
Q
Q
－
旨
麻
…
賦
．
り
ω
o
島
冥
霜
月
一
U
Φ
象
＄
口
。
ロ

　
讐
ピ
餌
σ
類
郎
ロ
q
斜
ぎ
刈
’
ピ
ヨ
傷
①
ヨ
蝉
昌
山
勺
・
国
Φ
ご
。
・
耳
。
日
（
＆
ω
．
）
”
》
謹
ミ
琳
竃
馬
§
感
§
蹴

　
き
織
綾
電
§
寒
ミ
ミ
遣
ミ
ミ
O
織
試
轟
、
》
6
聴
轟
隷
頓
駄
§
鷲
貯
留
、
S
8
ミ
§
”
N
働
。
◎
N

　
q
で
螂
。
ウ
鋤
ρ
耽
り
Q
Q
P
用
益
．
0
7
0
Q
Q
．

　
　
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
特
に
前
者
の
論
文
に
関
し
て
は
、
ホ
ー
ン
プ
ロ
ア
自
身
に
よ
っ

　
て
同
誌
上
に
、
今
後
ギ
ュ
ン
タ
～
の
よ
う
な
「
誤
読
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
を
切
に

　
願
っ
て
」
出
さ
れ
た
反
駁
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
ψ
出
。
ヨ
三
〇
毛
㊦
5
》

　
菊
Φ
竃
瓜
o
p
8
0
β
糞
興
．
も
D
い
o
o
犀
段
国
⑦
犀
簿
。
旨
ぼ
畠
℃
讐
δ
口
鋤
σ
q
Φ
マ
。
田
ピ
四
げ
顕
・

　
量
鳥
P
肉
肉
郎
O
N
一
⑩
⑩
O
も
㌘
一
ω
圃
∴
G
◎
ρ
自
身
も
反
論
し
て
い
る
よ
う
に
、
ホ
ー

　
ン
プ
ロ
ア
は
ギ
リ
シ
ア
化
の
側
面
の
み
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
カ
リ

　
ア
化
や
ペ
ル
シ
ア
化
な
ど
の
側
面
も
見
て
い
る
た
め
、
こ
れ
は
ギ
ュ
ン
タ
ー
の

　
「
誤
読
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ホ
ー
ン
プ
ロ
ア
に
よ
る
同
様
の
主
張
は
、

　
『
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
古
代
史
㎞
に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
ω
．
国
o
H
甲

　
露
。
毛
①
お
〉
ω
㌶
ζ
す
。
郭
Q
郎
渇
く
囲
、
§
偽
ぎ
ミ
，
ミ
Ω
§
縣
§
冤
b
σ
．
Ω
勺
一
Φ
O
介

　
℃
唱
b
O
甲
鱒
ω
G
Q
甲
Φ
。
o
娼
も
b
一
9

⑳
　
リ
ュ
キ
ア
に
つ
い
て
は
、
大
戸
千
之
『
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
と
オ
リ
エ
ン
ト
…
歴
史

　
の
中
の
文
化
変
容
臨
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一
房
、
一
九
九
三
年
、
一
七
一
一
二
七
九
頁

　
（
初
出
は
、
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
お
け
る
文
化
変
容
（
一
）
」
『
立
命
館
文
学
輪

　
四
五
七
－
四
五
九
、
一
九
八
三
年
、
二
八
二
一
三
～
八
頁
。
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代

　
に
お
け
る
文
化
変
容
（
二
）
」
『
立
命
館
文
学
隔
四
八
五
一
四
八
六
、
一
九
八
五
年
、

　
｝
〇
九
八
1
～
＝
一
川
島
）
。
リ
ュ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
、
大
戸
魍
前
掲
書
睡
二

　
五
〇
1
二
七
六
頁
（
初
出
は
、
「
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
お
け
る
文
化
変
容
（
三
）
」

　
門
立
命
館
文
学
』
五
〇
〇
、
～
九
八
七
年
、
六
五
七
i
六
七
八
頁
）
。
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第
二
章

ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
支
配
下
リ
ュ
デ
ィ
ア
に

お
け
る
文
化

　
前
五
四
七
年
置
初
代
ペ
ル
シ
ア
大
王
キ
ュ
ロ
ス
ニ
世
が
ク
ロ
イ
ソ
ス
治
下

の
リ
ュ
デ
ィ
ア
王
国
を
征
服
し
た
こ
と
に
よ
り
、
小
ア
ジ
ア
全
域
は
ア
カ
イ

メ
ネ
ス
朝
の
支
配
下
に
入
っ
た
。
で
は
前
五
四
七
年
以
降
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
に

は
ど
の
よ
う
な
人
々
が
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ュ
デ

ィ
ア
の
文
化
に
関
す
る
具
体
的
な
考
察
は
ま
ず
、
前
提
と
な
る
こ
の
問
い
か

ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
前
一
〇
世
紀
に
は
ギ
リ
シ
ア
本
土
か
ら
の
移
民
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
人
が
、

前
六
世
紀
後
半
に
は
軍
事
遠
征
に
伴
い
ペ
ル
シ
ア
入
が
、
と
も
に
小
ア
ジ
ア

に
入
植
す
る
。
し
か
し
、
彼
ら
に
よ
る
入
植
以
前
の
リ
ュ
デ
ィ
ア
に
は
、
す

で
に
リ
ユ
デ
イ
ア
入
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
先
住
し
て
い
た
。
こ
こ
で
言
う
リ

ユ
デ
ィ
ア
入
と
は
、
主
に
カ
イ
コ
ス
河
以
南
か
ら
マ
イ
ア
ン
ド
ロ
ス
河
以
北

に
居
住
し
、
印
欧
語
族
に
属
す
る
リ
ュ
デ
ィ
ア
語
を
母
語
と
し
て
い
た
集
団

　
　
①

を
指
す
。

　
こ
の
小
ア
ジ
ア
に
先
に
入
植
し
た
の
は
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
っ
た
。
前
～
○

世
紀
頃
、
移
民
活
動
を
経
た
後
、
彼
ら
は
ポ
リ
ス
を
建
設
す
る
。
ま
た
そ
れ

ら
ポ
リ
ス
か
ら
植
民
活
動
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
地
域
の
沿
岸
｝

帯
に
は
ギ
リ
シ
ア
人
ポ
リ
ス
が
遍
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
移
民
当
初
の
接
触

に
つ
い
て
ヘ
ロ
ド
ト
ス
や
パ
ウ
サ
ニ
ア
ス
ら
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
小
ア
ジ
ア

の
先
住
民
の
男
子
を
殺
し
妻
や
娘
た
ち
を
婆
つ
た
こ
と
で
、
彼
ら
の
間
に
軋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

繰
が
生
じ
た
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
か
る
排
斥
の
側
面
の
み
な
ら
ず
、

ギ
リ
シ
ア
入
に
よ
る
り
ユ
デ
ィ
ア
人
の
馴
致
と
い
う
側
面
も
ま
た
、
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
ジ
ョ
ー
ジ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
リ
ュ
デ
イ
ア
人
を
自
ら
の

神
話
体
系
に
取
り
込
ん
で
い
く
こ
と
に
よ
り
（
す
な
わ
ち
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
を

　
　
　
③

祖
と
す
る
」
ヘ
ラ
ク
レ
ス
朝
）
、
い
っ
た
ん
彼
ら
と
の
間
に
伝
説
上
の
血
縁

関
係
を
築
く
と
、
今
度
は
諸
ポ
リ
ス
の
有
力
貴
族
ら
が
り
ュ
デ
ィ
ア
人
の
王

家
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
伝
説
上
の
血
縁
関
係
を
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

際
上
の
血
縁
関
係
へ
と
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
指
摘
す
る
。
ヘ
ラ
ク
レ
ス
朝

（
前
一
三
世
紀
－
前
八
世
紀
）
に
続
く
メ
ル
ム
ナ
ス
朝
（
前
八
世
紀
一
飯
五

四
七
年
）
の
時
代
に
入
る
と
、
彼
ら
の
関
係
も
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
。
リ

ュ
デ
ィ
ア
人
は
急
速
に
勢
力
を
拡
大
し
、
ク
ロ
イ
ソ
ス
の
代
（
前
五
六
〇
一

五
四
七
年
目
に
は
ギ
リ
シ
ア
入
諸
ポ
リ
ス
と
ハ
リ
ュ
ス
河
以
西
の
ほ
と
ん
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
住
民
を
支
配
下
に
置
き
、
朝
貢
を
課
す
ま
で
に
至
る
。
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝

以
前
の
リ
ユ
デ
ィ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ア
人
と
の
関
係
は
、
入
植
当
初
か
ら
の
婚

姻
関
係
を
通
し
て
築
か
れ
た
親
交
と
、
メ
ル
ム
ナ
ス
朝
の
強
行
支
配
に
対
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
反
目
が
入
り
混
じ
っ
た
状
態
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
前
五
四
七
年
以
降
に
は
、
小
ア
ジ
ア
が
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
支
配
下
に
置

か
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
ペ
ル
シ
ア
人
が
同
地
域
に
入
植
し
た
。
彼
ら
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は
サ
ト
ラ
ペ
ス
を
頂
点
と
し
て
階
層
的
な
入
植
形
態
を
な
し
、
リ
ュ
デ
ィ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
お
い
て
は
サ
ル
デ
ィ
ス
や
カ
イ
コ
ス
河
流
域
に
所
領
を
有
し
た
。
サ
ト
ラ

ペ
ス
が
居
を
構
え
多
く
の
ペ
ル
シ
ア
入
が
入
植
し
た
サ
ル
デ
ィ
ス
は
、
ス
サ
、

ペ
ル
セ
ポ
リ
ス
に
次
ぐ
第
三
の
都
市
と
し
て
小
ア
ジ
ア
支
配
の
基
点
と
な
っ

た
。
サ
ト
ラ
ペ
ス
ら
は
自
ら
の
宮
殿
に
庭
園
を
併
設
し
、
狩
猟
に
興
じ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
官
職
の
多
く
に
は
ペ
ル
シ
ア
人
が
就
い
た
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
印
章
や
リ
ュ
デ
ィ
ア
語
と
ア
ラ
ム
語

　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
二
言
語
併
記
碑
文
か
ら
は
り
ュ
デ
ィ
ア
語
を
母
語
と
し
て
い
た
人
々
も
ま

た
、
要
職
に
就
い
て
い
た
こ
と
が
窺
い
．
知
れ
る
。

　
で
は
、
宮
廷
を
離
れ
た
場
所
に
お
い
て
サ
ル
デ
ィ
ス
の
人
々
は
、
い
か
な

る
文
化
を
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
章
で
は
主
と
し
て
「
冒
濱
碑

文
」
と
「
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
碑
文
」
と
い
う
二
つ
の
碑
文
に
焦
点
を
当

て
、
小
ア
ジ
ア
の
「
首
都
」
と
も
い
え
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
サ
ル
デ
ィ

ス
を
中
心
に
考
察
を
行
う
。

　
一
九
六
一
年
の
エ
フ
ェ
ソ
ス
発
掘
調
査
の
折
、
前
面
に
五
七
行
の
ギ
リ
シ

ア
語
が
刻
ま
れ
た
大
理
石
碑
文
（
以
下
、
「
冒
漬
碑
文
扁
と
呼
ぶ
）
が
出
土

し
た
。
碑
文
の
年
代
特
定
に
つ
い
て
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
東
征
（
前

三
三
四
年
）
か
ら
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
に
よ
る
サ
ル
デ
ィ
ス
支
配
（
前
二
八
一

年
）
ま
で
の
期
間
で
諸
説
が
別
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
崩
壊
前
後
と
い
う
こ
と
で
は
、
大
体
の
意
見
の
一
致
を
見
て
い
る
。
こ
こ

に
証
文
の
前
半
を
訳
出
す
る
。

　
　
［
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
ア
ル
テ
ミ
ス
］
女
神
の
代
理
人
は
以
下
の
罪
の
告
訴

　
　
に
従
い
、
死
刑
の
判
決
を
下
し
た
。
父
祖
伝
来
の
慣
習
に
従
い
供
物
を

　
　
捧
げ
る
た
め
の
使
節
団
が
、
ア
ル
テ
ミ
ス
の
キ
ト
ン
を
携
え
、
都
市

　
　
［
エ
フ
ェ
ソ
ス
］
よ
り
［
サ
ル
デ
ィ
ス
へ
］
派
遣
さ
れ
た
。
そ
し
て
神

　
　
へ
の
捧
げ
物
と
使
節
団
と
が
、
サ
ル
デ
ィ
ス
と
エ
フ
ェ
ソ
ス
人
に
よ
っ

　
　
て
建
設
さ
れ
た
ア
ル
テ
ミ
ス
の
神
域
へ
と
到
着
す
る
と
、
彼
ら
［
被
告

　
　
人
た
ち
］
は
神
へ
の
捧
げ
物
を
汚
し
、
使
節
団
に
対
し
暴
行
を
加
え
た
。

　
　
こ
の
罪
に
対
す
る
処
罰
は
死
刑
で
あ
る
。
以
下
の
者
た
ち
に
対
し
判
決

　
　
　
　
　
⑫

　
　
を
下
し
た
。

こ
の
訳
出
箇
所
に
続
き
、
死
刑
を
宣
告
さ
れ
た
四
五
名
の
被
告
人
の
名
が
刻

ま
れ
て
い
る
。

　
ま
ず
は
、
こ
の
刻
苦
が
示
し
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
き

た
い
。
四
五
名
の
被
告
人
の
う
ち
、
モ
ス
キ
オ
ン
と
ヘ
ル
モ
ラ
オ
ス
の
兄
弟

（
表
の
一
五
番
）
を
除
き
、
す
べ
て
の
被
告
人
に
は
父
親
の
名
が
併
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
そ
の
中
の
幾
人
か
に
つ
い
て
は
、
祖
父
、
曾
祖
父
や
兄
弟
の

名
ま
で
併
記
さ
れ
て
い
る
者
も
い
る
。
ハ
ン
フ
マ
ン
は
碑
文
に
登
場
す
る
す

べ
て
の
名
を
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
系
、
イ
ラ
ン
系
（
も
し
く
は
ア
ナ
ト
リ
ア
系
）
、

ギ
リ
シ
ア
系
の
三
系
統
に
分
類
し
た
。
表
は
、
被
告
人
お
よ
び
そ
の
親
族
の

名
と
、
ハ
ン
フ
マ
ン
に
よ
る
分
類
を
併
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
、
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「冒演碑文」における被告人

RO． 人　　　名

1 サプラス（L）の息子のマネス（L）の息子のテユイオス（L）
2 サプラス（L）の息子のマネス（L）の息子のストロンボス（G）
3 ヘラクレイデス（G）の息子のムサイオス（G）
4 ヘラクレイデス（G）の息子のカルス（L）の息子のパクテユエス（L）
5 カルス（L）の患子のパクテユエス（L）
6 カルス（L）の息子のミレトス（G）
7 カルス（L）の息子のピュテオス（G）
8 アテイス（L）の息子のパクテユエス（L＞
9 ピロス（G）の息子のサプルス（L）
10 風呂屋のマネス（L）の息子のアルテユメス（L）の息子のヘラクレイデス（G）
！1 イロス（G）の兄弟の風呂屋のマネス（L）の息子のアルテユメス（L）の患子のヘ

宴Nレイデス（G）
12 アリオテス（L）の息子のアティス（L）の息子のマネス（L）
ユ3 靴屋のアタス（L）の息子のモクソ（L）
ユ4 サンダル屋のサプラス（L）の息子のオイロス（G）の息子のモクソ（L）の兄弟の靴

ｮのアティス（L）の息子のモクソ（L）
15 モスキオン（G）と兄弟のヘルモラオス（G）
16 ブコポス（G）の息子のカルス（L）の息子のピロス（G）
17 ブコポス（G）の息子のスペルモス（L）の息子のアルテユメス（L）
18 コンダス（L）の息子のカルス（L）の息子のストロンボス（G）
19 マネス（L）の息子のパクテユエス（L）の息子のストロンボス（G）
20 金細工職人のヘラクレイデス（G）の息子のストロンボス（G）
21 ストロンボス（G）の息子のサプラス（L）
22 ストロンボス（G）の息子のタマシス（L）
23 マネス（L）の息子のカドス（L）の息子のザクロレス（L）
24 エフェソス（G）の息子のマネス（L）の息子のストロンボス（G）
25 ダオス（1）の息子のアルテユメス（L）
26 ピュテオス（G）の息子のテユイオス（L）
27 コテユロス（G）の患子のマネス（L）の息子のアルテユメス（L）
28 ヒエラ・コマ出身のエウマネス（1）の息子のシシネス（1）
29 〔…欠…］のストロンボス（G）の息子のピュテオス（G）
30 神官のアテイス（L）の息子のパクテユエス（L）
3ユ 油屋のマネス（L）の息子のパクテユエス（L）
32 カルス（L）の息子の［…欠…1
33 カルス（L）の息子のエフェソス（G）の息子のパペス（L）
34 アテイス（L）の奴隷のマネス（L）の息子のテユイオス（L）の息子のミトラダテス

i1）

35 コテユロス（G）の息子のカルス（L）の息子のストロンボス（G）
36 カルス（L）の息子のストロンボス（G）
37 ババス（L）の息子のカドス（L）の息子のストロンボス（G）の息子のピュテオス

iG）

38 カルス（L）の息子のマネス（L）の息子のパクテユエス（L）
39 ピュテオス（G）の息子のストロンボス（G）の患子のモクソ（L）
40 大使のバガテス（1）の息子のテユイオス（L）の息子のスペルモス（L）
41 パペス（L）の息子のラトパペス（L）
42 イビダ・コマ出身のアタス（L）の息子のマネス（L）の息子のカルス（L＞
43 アティス（L）の息子のパクテユエス（L）の娘を嬰つたアタス（L）
44 ポタス（G）の息子のサマティケス（1もしくはアナトリア系）

Gはギリシア系の名、Lはりュディア系の名、1はイラン系の名を表す。
（Hanfmann，　The　Sacτilege　Inscription，　pp．5－7より作成）
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事
件
を
起
こ
し
た
四
五
名
の
被
告
入
の
具
体
的
な
入
物
像
に
近
づ
く
こ
と
が

で
き
る
。
父
親
や
祖
父
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
風
呂
屋
の
マ
ネ
ス
（
一
〇
／

一
一
番
）
、
靴
屋
の
ア
タ
ス
、
ア
テ
ィ
ス
（
一
三
／
一
四
）
、
金
細
工
職
人
の

ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
（
二
〇
番
）
と
い
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
自
身
の
職
業
を
明

記
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
心
添
、
被
告
人
自
身
の
職
業
に
は
触
れ
ら
れ

る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
は
単
に
碑
文
の
形
式
上
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
が
、

被
告
人
自
身
は
職
業
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
職
業
を
持
つ
ほ
ど

の
年
齢
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
ほ
う
が
首
肯
で
き
る
。
す
な
わ
ち
刻

文
は
、
サ
ル
デ
ィ
ス
の
若
者
に
よ
る
エ
フ
ェ
ソ
ス
か
ら
の
使
節
団
に
対
す
る

集
団
暴
行
事
件
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
先
行
の
研
究
者
た
ち
が
焦
点
を
当
て
て
い
る
、
「
ア
ル
テ
ミ
ス
」

の
問
題
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。
し
か
し
、
「
ア
ル
テ
ミ
ス
」
に
つ
い
て
検

証
す
る
前
に
、
ア
ナ
ヒ
タ
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。
ア
ナ
ヒ
タ
は
、
水
と
深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
ペ
ル
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ア
の
女
神
（
あ
る
い
は
男
神
）
で
あ
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
ク
レ
メ
ン

ス
（
後
ニ
ー
三
世
紀
）
に
引
用
さ
れ
て
い
る
ベ
ロ
ッ
ソ
ス
（
前
三
世
紀
）
に

よ
れ
ば
、
ア
ル
タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
ニ
世
の
治
下
、
ア
ナ
ヒ
タ
信
仰
が
サ
ル
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

イ
ス
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
ア
ナ
ヒ
タ
は
ア
ル
テ
ミ
ス
と
非
常
に
近

し
い
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
以
下
、
こ
の
濁
者
の
関
係
に
留

意
し
つ
つ
「
ア
ル
テ
ミ
ス
」
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
き
た
い
。

　
先
行
の
研
究
者
は
、
こ
の
「
ア
ル
テ
ミ
ス
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
ソ
コ
ロ
フ
ス
キ
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
エ

フ
ェ
ソ
ス
に
は
ギ
リ
シ
ア
人
が
ポ
リ
ス
を
築
く
以
前
か
ら
、
ア
ル
テ
ミ
ス
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

呼
ば
れ
る
女
神
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ア
ル
テ

ミ
ス
と
刻
文
中
の
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
ア
ル
テ
ミ
ス
と
は
別
個
の
女
神
で
あ
る
。

し
か
し
、
エ
フ
ェ
ソ
ス
の
ア
ル
テ
ミ
ス
も
オ
リ
エ
ン
ト
起
源
で
あ
り
、
後
に

ギ
リ
シ
ア
化
し
た
女
神
で
あ
る
。
こ
の
ギ
リ
シ
ア
化
し
た
ア
ル
テ
ミ
ス
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

エ
フ
ェ
ソ
ス
人
に
よ
っ
て
サ
ル
デ
ィ
ス
に
導
入
さ
れ
た
と
す
る
。

　
如
上
の
ソ
コ
ロ
フ
ス
キ
説
に
対
し
、
ハ
ン
フ
マ
ン
は
次
の
よ
う
な
仮
説
を

以
っ
て
反
論
す
る
。
す
な
わ
ち
、
お
そ
ら
く
ア
ル
タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
ニ
世
治

下
、
サ
ル
デ
ィ
ス
に
導
入
さ
れ
た
ア
ナ
ヒ
タ
は
、
在
地
の
ア
ル
テ
ミ
ス
信
仰

の
影
響
を
受
け
ギ
リ
シ
ア
化
し
、
ア
ル
テ
ミ
ス
・
ア
ナ
イ
テ
ィ
ス
と
な
っ
た
。

そ
し
て
、
刻
文
中
の
サ
ル
デ
ィ
ス
の
ア
ル
テ
ミ
ス
は
、
こ
の
ギ
リ
シ
ア
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
ア
ル
テ
ミ
ス
・
ア
ナ
イ
テ
ィ
ス
を
指
す
と
主
張
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
ア
ナ
ヒ
タ
の
ギ
リ
シ
ア
化
」
説
に
対
し
プ
ロ
シ
ウ
ス
は
、

ア
ル
テ
ミ
ス
・
ア
ナ
イ
テ
ィ
ス
と
は
ア
ル
テ
ミ
ス
が
ア
ナ
ヒ
タ
信
仰
の
影
響

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

を
受
け
、
ペ
ル
シ
ア
化
し
た
女
神
で
あ
る
と
反
論
す
る
。

　
同
様
の
意
見
の
対
立
は
、
「
バ
ラ
ダ
テ
ス
の
ゼ
ウ
ス
」
を
め
ぐ
る
問
題
に

も
当
て
は
ま
る
。
そ
こ
で
次
に
、
一
九
七
四
年
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
折
、

サ
ル
デ
ィ
ス
の
パ
ク
ト
ロ
ス
河
畔
、
ロ
ー
マ
時
代
後
期
の
建
造
物
跡
か
ら
出
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土
し
た
ギ
リ
シ
ア
語
碑
文
（
以
下
、
「
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
碑
文
」
と
呼

ぶ
）
を
取
り
上
げ
、
「
バ
ラ
ダ
テ
ス
の
ゼ
ウ
ス
」
に
つ
い
て
の
学
説
を
回
顧

し
て
お
き
た
い
。

　
「
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
碑
文
」
は
、
そ
の
字
体
よ
り
ロ
ー
マ
帝
政
選
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
代
の
作
で
あ
る
と
年
代
特
定
さ
れ
て
い
る
が
、
刻
文
は
ア
カ

イ
メ
ネ
ス
朝
下
に
お
け
る
宗
教
に
ま
つ
わ
る
事
実
経
過
と
禁
止
令
の
決
議
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
碑
文
は
長
ら
く
、
小
ア
ジ
ア

に
お
け
る
ペ
ル
シ
ア
化
の
証
拠
と
み
な
さ
れ
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、

以
下
に
三
文
を
訳
出
す
る
。

　
　
ア
ル
タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
王
治
世
第
三
九
年
、
バ
ラ
ケ
ス
の
息
子
、
リ
ュ

　
　
デ
ィ
ア
の
ヒ
ュ
パ
ル
コ
ス
、
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
は
バ
ラ
ダ
テ
ス
の
ゼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
ウ
ス
に
彫
像
を
（
…
欠
…
）
一
Φ
臥
［
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
は
］
神
殿
に

　
　
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
神
に
冠
を
か
ぶ
せ
る
神
殿
世
話
役
の
信
者
た
ち

　
　
　
　
　
　
⑳

　
　
に
、
犠
牲
獣
を
運
ぶ
サ
バ
ジ
ウ
ス
や
、
ア
ン
グ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ス
の
秘
儀
、

　
　
マ
ー
の
秘
儀
へ
と
入
信
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
。
神
殿
世
話
役
の
ド
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
　
テ
ス
に
秘
儀
を
控
え
る
よ
う
に
命
令
し
た
。

　
冒
頭
に
「
ア
ル
タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
王
治
世
第
三
九
年
」
と
あ
る
た
め
、
こ

こ
か
ら
決
議
の
年
代
特
定
が
可
能
と
な
る
。
歴
代
ペ
ル
シ
ア
大
王
の
中
で
ア

ル
タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
の
名
を
冠
す
る
王
と
し
て
は
、
～
世
ロ
ン
ギ
マ
ヌ
ス

（
前
四
六
五
－
四
二
五
年
）
、
二
世
ム
ネ
モ
ン
（
前
議
〇
五
－
三
五
九
年
）
、

三
世
オ
コ
ス
（
前
三
五
九
－
三
三
八
年
）
の
三
人
置
い
る
。
刻
文
中
の
ア
ル

タ
ク
セ
ル
ク
セ
ス
は
、
少
な
く
と
も
三
九
年
間
以
上
在
位
し
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
決
議
の
発
布
さ
れ
た
年
代
と
し
て
は
、
　
一
世
ロ
ン
ギ
マ
ヌ
ス
治
世
第
三

九
年
目
闘
前
山
二
七
／
六
年
、
ま
た
は
二
世
ム
ネ
モ
ン
治
世
第
三
九
年
目
1
1

前
上
六
七
／
六
年
の
二
つ
が
想
定
で
き
る
。
本
稿
で
は
、
決
議
の
発
布
を
ア

カ
イ
メ
ネ
ス
朝
暮
上
期
中
期
に
特
定
で
き
れ
ば
十
分
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら

い
ず
れ
の
年
代
特
定
が
相
噂
し
い
か
と
い
う
問
題
は
、
差
し
当
た
っ
て
留
保

し
た
上
で
考
察
を
す
す
め
る
。

　
こ
の
碑
文
の
解
釈
と
し
て
は
、
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
信
仰
が
リ
ュ
デ
ィ
ア

に
ま
で
浸
透
し
て
い
た
、
す
な
わ
ち
ペ
ル
シ
ア
化
を
示
す
と
す
る
ロ
ベ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

の
説
が
長
ら
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
、
ブ
リ
ア
ン
が
ペ
ル
シ
ア

化
で
は
な
く
、
「
支
配
的
エ
ス
ノ
・
ク
ラ
ス
の
地
方
化
」
（
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
有

力
人
物
に
よ
る
、
ペ
ル
シ
ア
中
央
と
は
切
り
離
さ
れ
た
潮
入
崇
拝
へ
の
没

⑳入
）
を
示
す
と
す
る
新
釈
を
提
出
し
た
た
め
、
現
在
、
解
釈
に
つ
い
て
意
見

の
一
致
を
見
て
い
な
い
。
こ
の
刻
文
に
は
、
難
解
な
語
や
省
略
が
多
い
こ
と

も
あ
る
が
、
両
者
の
説
の
相
違
は
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
「
バ
ラ
ダ
テ
ス
の
ゼ

ウ
ス
」
が
何
を
指
す
の
か
と
い
う
逐
語
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
相
違
に
由
来
す
る
。

　
「
バ
ラ
ダ
テ
ス
」
と
い
う
ゼ
ウ
ス
の
添
え
名
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
に
意
訳
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ペ
ル
シ
ア
語
の
音
を
そ
の
ま
ま
ギ
リ
シ
ア
語
へ
と
置

き
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ベ
ー
ル
に
よ
れ
ば
げ
p
茜
は
ペ
ル
シ
ア
語
で
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「
加
護
を
与
え
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
鍛
鼠
は
同
様
に
「
宗
教
的
な

法
、
特
に
ゾ
ロ
ア
ス
二
一
教
の
法
」
を
意
味
す
る
。
よ
っ
て
「
バ
ラ
ダ
テ
ス

の
ゼ
ウ
ス
」
と
は
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
法
に
よ
っ
て
加
護
を
与
え
給
う
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

ゼ
ウ
ス
、
す
な
わ
ち
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
確
か

に
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
中
に
も
、
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
を
ゼ
ウ
ス
と
呼
ぶ
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
⑳

言
説
が
見
受
け
ら
れ
、
～
般
に
ギ
リ
シ
ア
入
は
ア
フ
ラ
・
マ
ズ
ダ
ー
を
ゼ
ウ

ス
と
同
定
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
説
は
｝
定
の
説
得

力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
ブ
リ
ア
ン
は
、
バ
ラ
ダ
テ
ス
を
個
人
名
、

特
に
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
お
よ
び
バ
ラ
ケ
ス
の
祖
先
の
名
で
あ
る
と
し
、

「
バ
ラ
ダ
テ
ス
の
ゼ
ウ
ス
」
と
は
、
バ
ラ
ダ
テ
ス
（
も
し
く
は
彼
の
子
孫
）

が
り
ュ
デ
ィ
ア
文
化
や
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
影
響
を
受
け
、
新
た
に
創
造
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

信
仰
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
当
時
の
リ
ュ
デ
ィ
ア
の
宗
教
を
め
ぐ
る
学
説
は
錯
綜
を

極
め
て
い
る
。
し
か
し
、
簡
略
化
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
ペ
ル
シ
ア
的
宗
教

の
純
粋
牲
は
維
持
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
は
放
棄

さ
れ
、
リ
ュ
デ
イ
ア
化
も
し
く
は
ギ
リ
シ
ア
化
さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ

と
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
両
者
は
い

ず
れ
も
、
ペ
ル
シ
ア
文
化
が
リ
ュ
デ
ィ
ア
文
化
や
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
は
本
質

的
に
異
な
る
文
化
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
議
論
し
て
い
る
。
で
は
、
当

時
の
サ
ル
デ
ィ
ス
に
お
い
て
純
粋
な
ペ
ル
シ
ア
文
化
、
あ
る
い
は
リ
ュ
デ
イ

ア
文
化
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
を
設
定
し
て
議
論
を
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
筆
者
は
、
「
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
碑
文
」
の
後
半
部
を
用
い
、

こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
証
し
た
い
。

　
「
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
碑
文
」
の
後
半
は
、
ヒ
ュ
パ
ル
コ
ス
の
地
位
に

あ
っ
た
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
と
い
う
人
物
が
、
「
神
殿
世
話
役
の
信
考
」
に

対
し
禁
止
令
を
発
令
す
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
「
神
殿
世
話

役
扁
と
は
、
高
位
官
職
者
で
も
な
く
、
か
と
い
っ
て
下
層
民
で
も
な
い
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

な
わ
ち
申
間
層
に
あ
た
る
人
々
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
「
神
殿
世
話
役
」
人

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
、
信
者
と
し
て
一
定
の
集
団
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
サ
バ
ジ
ウ
ス
と
い
う
ブ

リ
ュ
ギ
ア
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
男
神
、
ア
グ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ス
（
ア
ン
グ
デ
イ

ス
テ
ィ
ス
）
と
い
う
ブ
リ
ュ
ギ
ア
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
女
神
、
マ
ー
と
い
う

カ
ッ
パ
ド
キ
ア
で
信
仰
さ
れ
て
い
た
女
神
な
ど
の
秘
儀
へ
入
信
す
る
こ
と
を

禁
止
さ
れ
て
い
る
。
刻
文
中
で
は
、
こ
れ
ら
の
秘
儀
と
「
バ
ラ
ダ
テ
ス
の
ゼ

ウ
ス
」
信
仰
は
相
反
す
る
信
仰
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
禁
止
令

が
発
令
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
促
す
よ
う
な
状
況
、
斎
い
換

え
る
な
ら
ば
、
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
（
あ
る
い
は
彼
の
祖
先
）
に
よ
っ
て
導

入
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
創
造
さ
れ
た
）
「
バ
ラ
ダ
テ
ス
の
ゼ
ウ
ス
」
と
い
う

何
ら
か
の
信
仰
に
参
与
し
て
い
た
人
物
の
う
ち
の
か
な
り
の
数
が
、
こ
れ
ら

リ
ュ
デ
ィ
ア
人
の
信
仰
に
も
参
与
す
る
と
い
う
状
況
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た
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こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
ド
ロ
ア
フ
ェ
ル
ネ
ス
の
よ
う
な
上
層
エ
リ
ー

ト
か
ら
見
れ
ば
、
「
神
殿
世
話
役
の
信
者
」
が
信
仰
す
べ
き
宗
教
と
リ
ュ
デ

ィ
ア
人
の
宗
教
と
は
相
容
れ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
一
方
で
、
彼
ら
自
身
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
、
自
ら
と
り
ュ
デ
イ
ア
人
と
を
宗
教
面
で
分
け
隔
て
る
よ
う

な
壁
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
同
様
に
、
「
近
心
碑
文
」
に
お
い

て
も
、
「
サ
ル
デ
ィ
ス
と
エ
フ
ェ
ソ
ス
人
」
に
よ
っ
て
「
ア
ル
テ
ミ
ス
の
神

域
」
が
建
設
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
信
仰
に
お
け
る
帰
属

意
識
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
サ
ル
デ
ィ
ス
」
と
「
エ
フ
ェ
ソ
ス
人
」
と
の

聞
に
、
厳
密
な
線
引
き
は
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
サ

ル
デ
ィ
ス
に
お
い
て
、
純
粋
な
ペ
ル
シ
ア
的
文
化
、
あ
る
い
は
リ
ュ
デ
イ
ア

文
化
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
い
っ
た
も
の
を
想
定
し
な
い
ほ
う
が
、
よ
り
文
化

の
実
態
に
近
づ
く
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
再
び
「
冒
濱
碑
文
」
へ
と
戻
り
、
こ
の
よ
う
な
純
粋
な
文
化
を
想

定
し
な
か
っ
た
場
合
、
サ
ル
デ
ィ
ス
の
住
民
が
実
践
し
て
い
た
文
化
を
い
か

に
描
き
出
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　
先
述
の
ハ
ン
フ
マ
ン
作
成
の
表
か
ら
は
、
以
下
の
よ
う
な
点
を
指
摘
で
き

よ
う
。
ま
ず
、
親
子
間
の
名
の
問
題
で
あ
る
。
丁
寧
で
は
、
ス
ト
ロ
ン
ボ
ス

（
ギ
リ
シ
ア
系
）
の
息
子
の
タ
マ
シ
ス
（
リ
ュ
デ
ィ
ア
系
）
（
二
二
番
）
、
ダ

オ
ス
（
イ
ラ
ン
系
）
の
息
子
の
ア
ル
テ
ユ
メ
ス
（
リ
ュ
デ
ィ
ア
系
）
（
一
一
五

番
）
、
ポ
タ
ス
（
ギ
リ
シ
ア
系
）
の
息
子
の
サ
マ
テ
ィ
ケ
ス
（
イ
ラ
ン
も
し

く
は
ア
ナ
ト
リ
ア
系
）
（
四
四
番
）
の
よ
う
に
、
親
子
間
で
明
ら
か
に
系
統

の
異
な
る
名
を
持
つ
例
が
多
々
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
異
な
っ
た
文

化
的
背
景
を
持
つ
人
々
の
間
で
の
婚
姻
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
ル
デ
ィ
ス
で
は
、
名
か
ら
の
み
で
は
彼
ら
が

帰
属
意
識
を
持
っ
て
い
た
集
団
を
特
定
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
に
、
異
な

っ
た
文
化
的
背
景
を
持
っ
て
い
た
集
団
間
で
婚
姻
が
行
わ
れ
て
い
た
、
あ
る

い
は
そ
の
よ
う
な
異
な
っ
た
文
化
的
背
景
自
体
が
す
で
に
存
在
し
て
い
な
か

っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
次
に
、
被
告
人
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
た
温
語
の
問
題
で
あ
る
。
モ
ク
ソ

（
リ
ュ
デ
ィ
ア
系
）
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
デ
ス
（
ギ
リ
シ
ア
系
）
、
ミ
ト
ラ
ダ
テ
ス

（
イ
ラ
ン
系
）
な
ど
、
名
と
彼
ら
の
母
語
を
一
致
さ
せ
て
判
断
し
た
場
合
、

彼
ら
が
同
～
の
母
語
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
ら
の
間
で
は
、
少
な
く
と
も
若
者
達
の
集
団
に
よ
る
暴
行
事
件
を
起

こ
せ
る
ほ
ど
ま
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
が
確
立
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
ハ
ン
フ
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
ら
が
二
言
語
、
三
軍
語
を
操

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
簡
単
な
解
決
策
で
は
あ
る
が
、
あ

る
い
は
「
ピ
ジ
ン
化
」
や
「
ク
レ
オ
ー
ル
化
」
し
た
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ペ
ル

シ
ア
語
、
リ
ュ
デ
ィ
ア
語
を
横
断
す
る
よ
う
な
新
た
な
言
語
が
生
産
さ
れ
て

い
た
と
想
定
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
ρ
客
〉
鼠
弩
｛
暴
昌
b
ω
ω
置
σ
＆
9
≦
．
中
≦
霧
ρ
象
§
秘
ご
罵
四
等
鴨
誌
＆
苧
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⑥
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ギ
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シ
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デ
ィ
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関
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い
て
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、
中
共
義
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ギ
リ
シ
ア
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と
リ
ユ
デ
ィ
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人
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大
学
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〇
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れ
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官
職
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
見
ら
れ
な
い
と
す
る
。

⑳
穿
駄
髭
量
り
誤
Φ
留
。
邑
Φ
α
q
⑦
H
拐
。
暑
ぎ
p
も
．
N
．

お
　
わ
　
り
　
に

　
ギ
リ
シ
ア
と
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
の
申
間
に
位
置
す
る
地
、
小
ア

ジ
ア
の
文
化
は
、
は
じ
め
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文
化
論
に
よ
っ
て
、

後
に
三
ヴ
ェ
ク
ト
ル
を
用
い
た
文
化
変
容
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
筆
者
は
文
化
変
容
論
に
も
、
そ
の
限
界
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
最
後

に
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
、
背
景
と
な
る
ギ
リ
シ
ア
と
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝

と
の
関
係
史
の
中
に
置
き
、
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
た
い
。

　
一
九
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
畑
研
究
は
、
ギ
リ
シ
ア
中

心
主
義
的
な
文
学
史
料
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
的
に
再
生
産
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
背
景
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
「
グ
レ
コ
・
ペ
ル
シ
ア
式
」
文

化
論
は
、
ペ
ル
シ
ア
人
を
パ
ト
ロ
ン
の
地
位
に
閉
じ
込
め
、
彼
ら
に
よ
る
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

化
へ
の
主
体
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、

「
ギ
リ
シ
ア
的
」
を
美
、
自
然
、
自
由
な
ど
の
同
義
語
と
し
て
捉
え
、
そ
の

対
極
に
発
展
性
の
欠
如
、
硬
直
な
ど
の
同
義
語
と
し
て
、
「
ペ
ル
シ
ア
的
」

を
位
置
さ
せ
た
。

　
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
モ
ー
メ
ン
ト
を
経
験
し
た
後
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝

史
研
究
は
、
従
前
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
無
毒
を
ギ
リ
シ
ア
中
心
主
義
と
し
て
断

罪
し
、
ギ
リ
シ
ア
の
カ
ウ
ン
タ
ー
パ
ー
ト
と
し
て
の
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
史
を

生
産
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
一
九
八
七
年
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
ア
カ
イ
メ
ネ

ス
朝
史
』
に
結
集
し
た
研
究
者
た
ち
は
、
自
ら
の
研
究
会
を
「
東
洋
と
西
洋

　
　
　
　
②

の
出
会
う
場
」
と
し
て
あ
る
こ
と
を
望
み
、
研
究
の
第
一
歩
を
「
イ
ラ
ン
的
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
る
い
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
的
要
素
を
明
確
化
す
る
」
こ
と
に
置
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
彼
ら
は
、
「
東
洋
」
と
「
西
洋
」
の
差
異
を
本
質
的
に
捉
え
、
今

ま
で
ギ
リ
シ
ア
の
陰
画
で
あ
っ
た
た
め
に
覆
い
隠
さ
れ
て
き
た
ア
カ
イ
メ
ネ

ス
朝
監
置
を
、
陽
画
と
し
て
救
い
出
そ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景

の
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
文
化
変
容
論
は
、
純
粋
な
ギ
リ
シ
ア
文
化
、
ペ
ル

シ
ア
文
化
、
土
着
文
化
を
想
定
し
、
こ
れ
ら
三
者
が
互
い
に
、
い
か
よ
う
に

影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
議
論
し
て
き
た
。

　
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
潜
ん
で
い
る
問
題
点
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
が
文
化
を
本
質
的
に
一
あ
る
文
化
的
要
素
を
、
個

人
や
社
会
集
団
に
還
元
す
る
こ
と
に
よ
り
、
非
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
捉
え

た
た
め
、
文
化
が
本
来
持
つ
流
動
性
を
見
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
点
に
あ

る
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
乗
り
越
え
る
た

め
に
は
、
文
化
人
類
学
の
成
果
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
も
必
要

と
な
ろ
う
。

　
小
ア
ジ
ア
の
文
化
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
や
ペ
ル
シ

ア
文
化
の
純
粋
性
や
土
着
文
化
の
生
存
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
き
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た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
そ
の
成
り
立
ち
に
お
い
て
雑

種
的
で
あ
り
、
絶
え
ず
流
動
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
純
粋
な
ギ
リ
シ
ア
文

化
や
ペ
ル
シ
ア
文
化
と
は
単
な
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

土
着
文
化
は
、
文
化
の
存
在
を
実
体
的
な
場
所
と
結
び
付
け
ら
れ
た
概
念
で

あ
る
。
特
定
の
土
地
と
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
た
土
着
文
化
か
ら
は
、
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
伝
統
性
や
純
粋
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
化
と
は
絶
え
ず

異
文
化
と
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
以
上
、
文
化
の
起
源
を
特
定

の
土
地
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の

こ
と
か
ら
、
小
ア
ジ
ア
の
文
化
を
考
察
す
る
際
、
ま
ず
純
粋
な
ギ
リ
シ
ア
文

化
や
ペ
ル
シ
ア
文
化
、
土
着
文
化
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
前

提
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
、
ギ
リ
シ
ア
や
ペ
ル
シ
ア
と
い
う

単
一
的
な
文
化
の
枠
組
み
を
想
定
せ
ず
、
文
化
の
動
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
着
目

し
、
文
化
を
起
源
か
ら
で
は
な
く
経
路
か
ら
探
る
と
い
う
視
点
が
、
よ
り
重

　
　
　
　
　
　
⑤

要
と
な
っ
て
く
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
分
析
視
角
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
は
じ
め
て
小
ア
ジ
ア
の
文
化
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た

研
究
の
方
向
性
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
互
い
に
拘
束
さ
れ
な
い
新
た
な
ギ
リ

シ
ア
と
ア
カ
イ
メ
ネ
ス
朝
の
歴
史
像
を
描
き
出
す
こ
と
も
可
能
と
な
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
①
　
例
え
ば
フ
ラ
ン
シ
ス
は
、
小
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ペ
ル
シ
ア
文
化
の
影
響
は
、
サ

　
　
ト
ラ
ペ
ス
の
宮
殿
と
い
う
限
ら
れ
た
場
所
以
外
で
は
見
ら
れ
な
い
と
す
る
。
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⇔
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increased　yearly．　ln　response　to　the　increase　in　the　operating　costs，　the　baleufu

gover㎜ent幕府became　apprehensive　about脱oppressive　costs　shouldered　by

the　owners　of　houses　in　the　towns　and　repeatedly　issued　orders　to　curtail

maintenance　expenses，　mach吻ayo　selekenrei　町入用節倹令．　With　the

proclamation　of　these　orders，　many　towns　enacted　or　revised　town　law　codes，

choshikimoku町式目，　to　include　regulations　curtaiHng　expenses　since　laws

curtaiting　operating　costs　coincided　with　proposals　by　the　owners　of　houses　in　the

towns．

　　Furthermore，　with　the　othcial　proclamations　maRy　towns　extended　the　idea　of

“economizing”　to　sales　c｝erks　and　servants　and　used　these　curtailing　orders　as　an

excuse　to　prevent　an　increase　of　costs　and　wages．　Economizing　and　curtailing

were　no乞1㎞ted　to　the　home－o舳g　chonin，　and　towns　also　sought　these韮aws

and　rules　be　extended　to　those　clerks　and　servants　who　were　bound　by

employment　relationships　to　the　chonin．　ln　this　manner　many　towns　used　the

curtailing　laws　as　a　means　to　enact　or　revise　choshileimoku，　and　with　the　active

incorporatioR　of　econornizing　and　cur£ailing　provisions　within　the　choshileimofeu，　the

town　represented　the　interests　of　the　home－owning　chonin，　whose　farniiy

businesses　were　increasingly　powerful　and　whose　interests　were　thus　reflected　in

the　town　law　codes．

“Greek　Cultures”　and　“Persian　Cultures”　in　Asia　Minor　under　the

Achaemenid　Empire：　A　Reconsideration　of　Acculturation　Theory

by

ABE　Takuji

　　In　547B．C．　Cyrus　the　Great　coRquered　the　Lydian　Kingdom　of　Croesus．　This

meant　kot　oniy　that　Asia　MiRor　became　£he　westem　frontier　of　the　Achaemenid

Empire，　but　that　settled　populations　with　various　cultural　backgrounds　and　various

cultural　identities，　such　as　Greel〈，　Persian　and　that　of　the　original　Anatolian

inhabitants，　resided　withn　its　territory．　ln　this　paper，　1　have　attempted　to　provide

a　perspective　for　understanding　cultures　in　Asia　Minor　during　the　Persian　period．

　　In　the　first　section，　1　examine　how　the　history　Emd　cultures　of　the　Achaemenid
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Empire，　especially　the　cultures　of　Asia　Minor，　have　been　interpreted　by　earlier

scholars．　Since　A．　Furtwtingler’s　study　at　the　tum　of　the　last　century　（1900），

those　cu｝tures　have　been　understood　in　terms　of　a　“Gyaeco－Persian”　rubric；　that

is，　of　the　contrast　between　Greek　and　Persiar｝　elements，　in　which　the　triumph　of

the　Greel〈　elements　over　the　Persian　ones　was　inherent．

　　However，　C．　G．　Starr　（1976；　1977）　opposed　this　view．　He　focused　his　attention

on　the　cultural　interac£ion　between　the　indigenous　and　Greek　populations　with　the

Persians　in　Asia　Minor．　Behnd　this　shilit　was　a　chaRge　in　the　historical　irnage　of

the　Achaemenid　Empire．　Since　Starr’s　study，　scholars　have　been　moye　ready　to

interpret　cultures　in　Asia　Minor　as　acculturation，　i．e．　the　interaction，　reception　and

reaction　arnong　native，　Greel〈　and　Persian　elements．

　　In　the　second　section，　1　focus　on　Lydia　and　consider　which　cultures　the

residents　practiced　based　chiefly　on　ar｝alyses　of　inscriptions　excavated　in　Lydia．　ln

this　section，　my　main　theme　is　to　examine　whether　it　is　possible　to　understand

those　cultures　accordirig　to　the　acculturation　theory．　On　the　basis　of　these

anaiyses，　1　conclude　that　it　is　very　ctifficult　to　distinguish　which　elements　are

native，　Greek　or　Persian．

　　Conside血g　the　previous　analyses，　I　point　out　that　all　cultures　in　Asia　Minor

were　hybrid　and　that　any　“pure”　Greek　or　Persian　culture　is　a　mere　fiction．　ln

addition，　1　make　two　proposals；　furstly，　cultures　in　Asia　Minor　should　be　studied

from　the　premise　that　there　were　no　“pure”　Greek，　Persian　or　native　cultures，

and，　secondly，　that　it　is　more　important　to　research　cultures　as　fluid　processes，

not　in　terms　of　their　roots　but　in　terms　of　routes．

The　Role　of　the　City　in　Royal　Policy　in　the　Czech　Kingdom　during　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13th　Century

by

FUJII　Masao

　　It　has　been　argued　that　in　reaction　to　the　rise　aRd　independence　of　the

aristocracy　in　the　13th　century，　the　Czech　monarchy　chose　the　cities　as　poijtical

partners．　Nevertheless，　although　historians　concur　about　the　importance　of　the
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